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　平成 23 年 11 月 3 日付けで河村登氏が本年の叙勲
を受章されました。河村氏は、昭和 30 年の第 8回国
勢調査から平成17年まで連続 10回にわたり調査員と
して従事したほか、農林業センサス調査員、北海道農
業基本調査員としても永年尽力された功績により叙勲
の栄に浴しました。叙勲は、12 月 8 日役場応接室に
おいて河村氏に伝達されました。

　12月 6日、佐呂間小学校 5学年の水産学習が行われまし
た。佐呂間漁業協同組合青年部など、漁業関係者の皆さん
がホタテの養殖作業や、ホタテの生体について実際にホタ
テや養殖に使う道具を使って教えてくれました。また、漁
師の技として、切れたロープの繋ぎ方や破れた網の直し方
も披露されました。漁組青年部の皆さんに児童から「どう
して漁師になったのですか？」という質問には「先輩たち
が作り上げた養殖などの技術を絶やさないため。」と応えら
れ、サロマの基幹産業である漁業への誇りと、技術を楽し
く真剣に児童たちは学んでいました。

　12月 15 日の学校給食に㈱トップファームで生産さ
れたサロマ牛を使ったハンバーグが出され、子どもた
ちは大喜びで美味しそうに食べていました。今回の、
ハンバーグは地元の特産を食べてもらいたいと提供さ
れたもので、なんとサロマ牛 100％ !! 地元の安全で安
心な美味しい食材で地産地消の給食を食べ、元気に育
てサロマっ子 !!

　12 月 10 日、第 31 回中学生人権作文
コンテスト北見地区大会で、佐呂間中学
校 3年生住吉璃子さんが、優秀賞を受賞
しました。人権啓発を目的としたこのコ
ンテストは毎年開催されています。12月
19 日、中学校で北見人権擁護委員会会長
から住吉さんに表彰状が手渡されました。
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　平成24年2月1日に実施する、「経
済センサス活動調査」は我が国にお
ける産業構造を包括的に明らかにす
ることを目的とする政府の重要な調
査で、統計法に基づいた報告義務の
ある期間統計調査です。
　調査票は、平成 24 年 1 月末日ま
でにお届けしますので、2月 1 日以
降に提出してください。
※提出された内容は統計作成の目的
以外（税の資料など）に使用される
ことはありません。

　詳しくは、イン
ターネット「経済
センサス」で検索
してください。

　国税庁ホームページの「確定申告
書等作成コーナー」では画面の案内
に沿って金額などを入力すれば税額
などが自動計算され、所得税、消費
税の申告書や青色申告決算書などが
税務署に出かけることなく、自宅で
簡単に作成することができます。
　作成した確定申告書は、印刷して
郵送などにより提出できるほか、そ
のまま「ｅ－Ｔａｘ」で送信することが
できます。
　確定申告書の作成には自動計算で
簡単・便利な「確定申告書等作成コー
ナー」を是非、ご利用ください。
※「ｅ－Ｔａｘ」の利用に当たっては 電
　子証明書が付与された住民基本台
　帳カード（ＩＣカード）及びＩＣ
　カードリーダライタが必要です。

　平成 23 年分以後の各年分につい
て、公的年金などの収入金額の合計
が 400 万円以下で、かつ、公的年金
などに係る雑所得以外の所得金額が
20万円以下である場合には、所得税
の確定申告をする必要がなくなりま
した。
※この場合であっても、所得税の還
　付を受けるための確定申告書を提
　出することができます。
※所得税の確定申告が必要ない場合
　でも、住民税の申告が必要な場合
　があります。住民税に関する詳細
　は、役場企画財政課町民税係まで
　お問い合わせください。
【お問い合わせ】
役場企画財政課町民税係
Tel　2・1214

　「ｅ－Ｔａｘ」は、インターネットに接続しているパソコ
ンがあれば、税務署に出かけることなく、所得税・消費
税の確定申告を自宅から行うことができます。
①自宅から簡単申告
　国税庁ホームページ「確定申告書作成コーナー」で作 
　成した申告書を自宅から直接送信できます。
②最高 4,000 円の税額控除を受けることができます。　 
　平成 23 年分の所得税の確定申告を本人の電子署名と
　電子証明書を付して、申告期限内に「ｅ－Ｔａｘ」で行うと、
　所得税から最高 4,000 円の電子証明書等特別控除を受
　けることができます。（平成 19 年分から平成 24 年分
　の間でいずれか 1回。平成 24年分は最高 3,000 円）
③添付書類の提出又は提示を省略できます。
　所得税の確定申告を「ｅ－Ｔａｘ」で行う場合、医療費の 
　領収書や源泉徴収票などは、その記載内容（病院など
　の名称、支払金額など）を入力して送信することで、
　これらの書類の提出又は提示を省略できます。（税務署
　から書類の提出又は提示を求められることがあります）
④還付金を早く受け取ることができます。
　「ｅ－Ｔａｘ」で申告された還付申告は早期処理していま 
　す。（3週間程度）
⑤ 24 時間いつでも利用可能です。
　所得税の確定申告は、24 時間「ｅ－Ｔａｘ」の利用が可 
　能です。

○「ｅ－Ｔａｘ」ホームページ　http://www.e-tax.nta.go.jp

　平成 23 年分の所得税（住民税及び個人事業税）の確
定申告期間は、２月１６日から３月１５日までです。
　確定申告書は、「前年の申告書控え」や「確定申告の手
引き」などを参考にご自分で作成し、提出してください。
確定申告書などの用紙、手引きは国税庁ホームページか
ら入手できるほか、市役所、町役場にも備え付けてあり
ます。ホームページには、「確定申告書等作成コーナー」
があり、確定申告書を簡単に作成することができます。
また、平成 22年分の確定申告書をご自宅で作成コーナー
を利用し作成した方又は税務署などの申告会場でパソコ
ンを利用して提出された方のうち、利用者識別番号や予
定納税額などをお知らせする必要がある方につきまして
は、1月下旬に「確定申告のお知らせ」を送付しますので、
こちらをご覧ください。
　税務署などの申告会場にお越しの際は、「前年の申告書
控え」、確定申告に必要な書類及び印鑑をご持参ください。
　駐車場が大変混雑しますので、公共交通機関をご利用
ください。
※税務署の閉庁日（土・日曜日、祝日など）は、税務署
　での確定申告の受付は行っておりませんので、ご注意
　ください。

○国税庁ホームページ 　http://www.nta.go.jp
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　預金保険制度とは、金融機関が預
金保険料を預金保険機構に支払い、
金融機関が破綻した場合に、一定額
の預金などを保護するための制度で
す。預金保険制度の中では、同制度
の対象となる預金などと保護の範囲、
同制度で保護されていない預金など
の取扱い、金融機関が破綻したとき
の預金保護の仕組みなどが定められ
ています。制度の詳細につきまして
は、金融庁及び預金保険機構ホーム
ページに掲載されておりますのでご
覧ください。
【お問い合わせ】
北海道財務局北見出張所　
Tel　0157・24・4167
預金保険機構ホームページ　
http://www.dic.go.jp/

　法務局では、登記・供託・戸籍な
どの業務に関する相談として、遺言、
相続、女性に対する暴力といった人
権に関する困りごと、心配ごとなど
の相談をお受けする「全国一斉 ! 法
務局休日相談所」を開設します。相
談担当者は、公証人・司法書士・土
地家屋調査士・人権擁護員・法務局
職員が行います。相談は無料で秘密
は守られますので、お気軽にご利用
ください。
■場所　北見市高砂町 14－ 14
　　　　釧路地方法務局北見支局
■日時　平成 24年 2月 12日
　　　　10時～ 16時（予約不要）
【お問い合わせ】
釧路地方法務局北見支局
Tel　0154・31・5000

　近年除雪機による事故が増加して
います。下記の注意事項を必ず守り、
使用者の責任において、正しく、安
全に作業しましょう。
◆人がいるときは使わない
　作業中は絶対に、周囲に人を近づ
かせないようにしましょう。
◆雪かき棒を使いましょう
　雪詰まりを取り除くときは、エン
ジンを停止し必ず雪かき棒を使いま
しょう。
◆エンジンをかけて離れない
　作業のとき以外は、必ずエンジン
を停止し、エンジンをかけたまま除
雪機から離れないようにしましょう。
◆周囲の確認
　作業中は周囲の障害物などに注意
しましょう。

　平成 24 年度町立佐呂間保育所及びへき地保育所の入
所児を、次により募集します。各保育所では、佐呂間の
自然や地域環境を活かした保育に心がけ、毎月のお誕生
会をはじめ遠足や運動会、お遊戯会など色々楽しい行事
も計画しています。

佐呂間保育所
■入所資格
　平成 24年 4月 2日をもって満 6ヶ月以上の乳幼児で、
①両親が勤めに出ているため乳幼児の保育ができず、同
　居の方も保育できない場合。
②両親が自宅で乳幼児と離れて家事以外の仕事をしてい
　るため、乳幼児の保育ができず、同居の方も保育でき
　ない場合。
③母親が出産の前後、病気などで保育ができない場合。
④前項目以外で私的な理由により入所を希望する場合。
　（３歳以上児が対象）
⑤保育所へ通所可能な乳幼児
※入所は家族構成、家族の状況などにより決定されます。
■開設期間　
　4月 1日から 3月 28日
■保育時間
　午前 8時から午後 4時まで（保育者の仕事の時間によ
　り延長することも可能です。）

へき地保育所
■入所資格
　平成 24 年 4月中に満 3歳となる幼児から就学前の幼
　児（5月以降も満 3歳になる誕生月の 1日から入所す
　ることができます。）
■入所募集保育所
　若佐保育所、浜佐呂間保育所
■開設期間
　4月 5日から 3月 25日
■保育時間
　午前 8時から午後 4時まで

共通事項
■申し込み期間
　1月 6日から 1月 31日
■申し込み先
　佐呂間・若佐・浜佐呂間保育所、役場保健福祉課福祉
　係に申し込みに必要な書類を用意していますので、必
　要事項を記入し提出願います。（現在入所されている方
　も申込が必要です）なお、入所説明会は、後日保育所
　毎に実施する予定です。
■保育料
　保育料は、前年の世帯員の所得税合算額により決定さ
　れます。

※入所などについての詳しいお問い合わせは、佐呂間保育所 Tel　2・3647 まで、ご遠慮なく申し出ください。
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　健康カレンダーでもお知らせしていますが、1月は粗
大ごみの収集月となっています。粗大ごみは忘れずに決
められた収集日にごみステーションへ出してください。

■各地区の収集日
10 日（火）　若佐地区・若里
11日（水）　栄地区・富武士
14日（土）　知来・仁倉・浜佐呂間・幌岩・浪速
21日（土）　宮前町・永代町・幸町
24日（火）　北・東・西富・高校団地
■粗大ごみの出し方
　粗大ごみは、有料となっていますので、必ず粗大ごみ
シールを購入のうえ、粗大ごみシールを貼って出してく
ださい。粗大ごみシールが貼られていないものについて
は回収できません。粗大ごみシールは、有料ごみ袋を販
売している町内のお店で販売しています。
■処理料金
一辺の長さが
「1ｍ未満のもの」
200 円の粗大ごみシール
「1ｍ以上 2.5 ｍ以下のもの」
400 円の粗大ごみシール
■ごみステーションに出せない粗大ごみ
○処分収集マニュアルで町が処理できないものとしてい
　るもの。
○長さ 2.5 ｍを超えるもの又は重さ 60㎏を超えるもの。
○家電リサイクル対象機器：テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、　
　洗濯機、衣類乾燥機、エアコン、パソコン。
○産業廃棄物に該当するもの。
■お願い
○粗大ごみは、ごみステーションを共有していますので、
　必ず収集日の朝 8時までに出してください。
○粗大ごみを出すステーションは、決められている（町
　内会や自治会）ところを使用してください。

地域 収集品目 年始収集日（1月上旬）

栄地区
燃やすごみ 6日・11日
燃やさないごみ 10日

若佐市街
燃やすごみ 6日・7日・11日・14日
燃やさないごみ 10日

若佐地区
燃やすごみ 6日・11日
燃やさないごみ 10日

西富
燃やすごみ 7日・10日・14日
燃やさないごみ 13日

佐呂間
市　街

燃やすごみ 7日・10日・14日
燃やさないごみ 13日

北
燃やすごみ 7日・10日・14日
燃やさないごみ 13日

東
燃やすごみ 7日・10日・14日
燃やさないごみ 13日

知来
燃やすごみ 6日・12日
燃やさないごみ 11日

仁倉
燃やすごみ 6日・12日
燃やさないごみ 11日

浜佐呂間
燃やすごみ 6日・12日
燃やさないごみ 11日

幌岩
燃やすごみ 6日・12日
燃やさないごみ 11日

浪速
燃やすごみ 6日・12日
燃やさないごみ 11日

富武士
燃やすごみ 6日・11日
燃やさないごみ 10日

若里
燃やすごみ 6日・11日
燃やさないごみ 10日

　12 月 31 日から１月５日まで、ごみ収集及び知来
ごみ処理場が休みになります。
　１月（月間）のごみの出す日の確認は、健康カレンダー
1月の表で確認してください。

上地区　１月９日
中地区　１月 12日
下地区　１月 13日

　スプレー缶やカセットボンベのガスを残したままごみ
ステーションに出すと、収集作業時の爆発や火災など作
業員が大変危険であるとともに、その後の収集作業にも

支障を来たします。実際にスプレー缶やカセットボンベ
が原因による、ごみ収集車の火災、作業員のケガなどが
全国各地で発生しています。スプレー缶には中身を排出
する機能があるものもありますので、製品に記載されて
いる取扱説明をご確認ください。また、ガスを残したま
ま穴を開けると、ガスに引火することがあり大変危険で
すので、穴を開けずに中身を使い切ってから「燃やさな
いごみ」で出してください。

【お問い合わせ】
役場町民課生活環境係　Tel　2・1213
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　佐呂間町の民生委員・児童委員として次の方々が厚生
労働大臣から委嘱されています。
　民生委員・児童委員は町内の担当地区において、住民
の立場に立って生活上の様々な問題を抱えている人の相
談、支援にあたる方です。
　何かお困りのことがありましたらご相談ください。

氏名（敬称略） 担当地区

伊　藤　賢　一 共立・啓生

渡　部　修　一 大成・栄

高　瀬　勝　久 栃木

野　畑　ふみ子 若佐

原　田　涼　子 中園・川西

永　井　良　次 武士

真　如　和　仁 朝日・富丘

石　井　尋　江
西富第 3、第 4・森永・緑園団地・
光陽町

木　戸　フミ子 西富第 1、第 2・宮前団地

天　内　和　子
西中央第1、第2、第5の1、第8の1、
第 8の 2

工　藤　好　美
西中央第 3、第 4、第 5の 2、第 6、
第 7の 1、第 7の 2

増　子　政　信 西町 1、2・新興町・宮下町

五十嵐　　　智
上町・夕陽ヶ丘・横上町・進栄町・
横町

今　井　彬　夫
教住団地・南新町・仲町・元町・公
営町

山　崎　信　子
中央町・ニ六町・旭町・新旭町・下町・
緑町

八　矢　留美子 北自治会全域

中　村　敦　子 東・山内町

伊　東　嘉　洋 知来

郡　　　昭　雄 仁倉

藤　原　一　成 浜佐呂間全域

斎　藤　則　雄 幌岩・浪速

渡　辺　好　則 富武士

柴　田　ミサヲ 若里第 1、第 2・研盟

中　西　庸　子 若里第 3・大和・中央・中央班

井　上　泰　一 町内全域（主任児童委員）

玉　井　祐　美 町内全域（主任児童委員）

　平成 24 年佐呂間町消防出初式が次のとおり行われま

す。出初式に伴い消防サイレンを吹鳴いたしますので、

ご了承ください。また、分列行進中に、道道留辺蘂浜佐

呂間線及び付近町道の交通規制を実施しますので、ご理

解とご協力をお願いします。

■日時　平成 24年１月６日（金）

■サイレン吹鳴時間　午前８時 30分

　（栄、若佐、佐呂間市街、浜佐呂間各地域）　

■分列行進　午前９時 40分頃

○行進経路　坂本建設前からラッキーパチンコ店まで

※行進中浜佐呂間方面へ向かう車線のみ通行止めし、若

　佐方面へ向かう車線は通行可能です。行進中、浜佐呂

　間方面へ向かう方は図の迂回路をご利用願います。

■観閲式　午前 10時　消防署佐呂間出張所前

　下記のとおり献血車が巡回しますので、ご協力をお願
いします。
■日時　平成 24年 1月 10日
○役場前　　　　　10時～ 11時 50分
○農協前　　　　　13時～ 14時
○森永乳業工場前　14時 20分～ 14時 50分
○㈱岸組前　　　　15時 10分～ 15時 40分
○ケアハウス前　　15時 50分～ 16時 30分
◆ 200 ｍｌ献血基準　
　16歳～ 69歳まで
　（男性 45㎏以上・女性 40㎏以上）
◆ 400 ｍｌ献血基準
　18歳から 69歳まで
　（男女ともに 50㎏以上）
※献血していただいた血液は、輸血用血液として安全か
　どうか確認する検査のほか、臓器障害、コレステロール、
　総蛋白などの検査結果をご本人にお知らせしています。
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　まもなく個人住民税（町道民税）、国民健康保険税の申
告と所得税の確定申告の受付が始まります。申告の受付
期間は 2月 16 日から 3月 15 日です。例年申告期限間
近は、大変混雑しますので、早めの申告をお願いします。
【申告の必要な人】
　1月 1日現在で町内に居住している方で次に該当する
　方です。
■所得税の確定申告
①所得の合計額が所得控除（基礎控除、配偶者控除、扶
　養控除など）を超える方。
②医療費や住宅ローン控除などの税額控除を受ける方。
③東日本大震災に対する義援金で日本赤十字社・共同募
　金会・地方自治体などに寄附をした方や日赤・社会福
　祉法人などに一般的な寄附をした方で寄附金合計額が
　２千円を超えている方。
■個人住民税の申告
①給与以外に所得のあった方。
②不動産（地代、家賃など）・配当などの所得のあった方。
③公的年金受給者で社会保険や生命保険料控除などを受
　けようとする方。

④退職などで年末調整を受けていない方。
⑤会社から給与支払報告書が役場に届かない方。（住民税
　を給料から天引きされない方）
⑥生命保険の満期金など一時所得のある方。
※所得税の確定申告をした人は住民税の申告は必要あり
　ません。

【申告に必要な書類】
①平成 23年中の収入がわかる書類
　（給与・年金の源泉徴収票、報酬などの支払い調書、収
　入・経費のわかる帳簿など）
②所得控除の資料
　（社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費、寄附
　金などの領収書・証明書）
③障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書（本
　人又は被扶養者が認定を受けている場合）
④印鑑

【お問い合わせ】
役場企画財政課町民税係　Tel　2・1214

　近年の宮崎県における口蹄疫の発生や全国的な高病原
性鳥インフルエンザの発生から、国では 10 月に家畜の
所有者が守らなければならない「飼養衛生管理基準」を
改正し、次の動物を飼養されている方は、法律により毎
年飼養頭羽数などを報告することが義務づけられました
（家畜伝染病予防法改正　平成 23年 10月 1日施行）。

＜対象家畜（ペットで飼われている方も対象です）＞
牛、水牛、馬、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、
あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥、だちょう
＜主な変更内容＞
①家畜の飼養関連場所を衛生管理区域とし、出入口付近
　に消毒設備を設置し、車両、人の消毒を実施する。
②口蹄疫など特有の症状が見られた場合、直ちに家畜保
　健衛生所への通報が必要。
③万が一口蹄疫などが発生した場合、患畜などを埋却す
　る場所を確保。
④衛生管理区域に立ち入った者、導入、出荷、移動した
　家畜などの記録。

【お問い合わせ】
北海道網走家畜保健衛生所　Tel　0157・36・0725
役場農務課畜政係　Tel　2・1209

　北海道には、多くのかけがえのない財産＝北海道価値
があります。皆さんの「北海道価値」や、皆さんが感じ
る北海道ならではの感動を動画におさめてご応募くださ
い。世界中に北海道を発信することがこのコンテストの
大きなテーマです。特別な編集技術や凝った演出がなく
てもかまいせん。たくさんの感動ムービーを心よりお待
ちしています。

■応募資格
　年齢、性別、国籍、プロ・アマ不問。グループでの応
　募も可能です。
■応募作品の条件
○応募者のオリジナル・未発表作品であること。
○作品は実写映像（CG合成作品含む）、CGやアニメーショ
　ンなど表現方法は自由。
○必ず北海道の魅力が何らかの形で表現されているもの。
■募集期間　平成 24年 2月 12日
■審 査 員   鈴井貴之氏ほか
■賞　　金　◇知事賞　賞金 10万円など
※応募方法など詳細は、公式サイトをご覧ください。

○北海道魅力発信動画コンテスト公式サイト
http://www.kando-hokkaido.jp



11

　12月12日現在の町営住宅空家状況をお知らせします。
入居申込など詳しくは（建設課 Tel　2・1210）までご
連絡ください。
◆若佐第 1団地　2階 2LDK　2階 4戸
　　　　　　　　平成 23年度新設　２2,300 円～（予定）
■宮前団地　　2階 2LDK（1階）2戸
　　　　　　　平成 9年度建設　　　　　   20,300 円～
　　　　　　　平成14年度建設　　　　　 21,400 円～
☆特定公共賃貸住宅
　　　　　　　2階 3LDK（2階）1戸　　  47,700 円～
■西富団地　　2階 3LDK（1階）2戸・（2階）1戸
　　　　　　　昭和 58年度建設（1階）　   15,600 円～
　　　　　　　平成 7年度建設（2階）　　  21,900 円～
　　　　　　　昭和 59年度建設（1階）　   16,400 円～
■栄団地※　　2階 3LDK（1階）1戸　　  15,300 円～
■若里団地※　1階 3DK　　　　 1 戸 　   　9,100 円～
　※印は 60 歳未満でも単身入居可能な住宅です。☆印
　の住宅の詳細は建設課までご連絡ください。

◆新成人の皆さん
　忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう
　成人を迎えられる皆さん、おめでとうございます。
　日本国内にお住まいの 20歳から 60歳までのすべての
方で、厚生年金などの年金制度に加入していない方は、
国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、年金
を受け取る権利があります。
　国民年金は、老後の所得保障だけでなく、病気やけが
で重い障害が残った場合などにも年金を受給し、思いが
けない人生の「万が一」もサポートする公的年金制度で、
国が責任をもって運営しています。国民年金加入者に該
当される方は忘れずに加入手続きを行ってください。な
お、学生であるなどの理由で、ご自分（及び配偶者、世帯主）
に十分な所得が無いため、どうしても年金保険料を納め
られない方については、保険料免除・猶予制度がありま
すので、未納のままにせずご相談ください。

◆冬期間、会社を退職される方は
　国民年金への加入届出を
　冬の間会社を退職された方で、厚生年金加入者ではな
くなる 20歳以上 60歳未満の方は、役場にて国民年金へ
の加入届出が必要です。また、冬の間会社を退職された
ため、厚生年金加入者ではなくなる配偶者に扶養されて
いた、20歳以上 60歳未満の方（国民年金３号被保険者）
も、役場にて国民年金第１号被保険者への変更届出が必
要です。
※年金手帳などの基礎年金番号が判るものと印鑑を持参
　して役場までお越しください。

【お問い合わせ】
役場町民課戸籍年金係　Tel　2・1213
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　国立北海道障害者職業能力開発校では、求職中の障が
い者の入校生 ( 訓練期間 1年又は 2年間）を追加募集し
ています。詳しくは、当校又は最寄りの公共職業安定所
までお問い合わせください。

【お問い合わせ】
北海道障害者職業能力開発校　Tel　0125・52・2774

－　11月末現在　－
人　口　5,815 人　（－ 6）
　男　　2,775 人　（－ 6）
　女　　3,040 人　（± 0）
世帯数　2,477 戸　（± 0）
（）は前月比です。

　11月末現在、５，８１９，７４７円を日本赤十字社に送
金しています。義援金については、3月末まで役場保健
福祉課で受け付けています。


